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１ 労働保険料率・拠出金率

（１）労災保険率・・・令和６年度 改定あり（２，３頁参照）

令和７年度 改定なし（令和６年度と同率）

メリット適用事業場の労災保険率
労働局から郵送予定（４月末ごろ）

「メリット対象事業場一覧」で確認

５月末に厚生労働省より郵送される申告書に同封

→労災保険率決定通知書で再確認！

（２）雇用保険料率・・・令和６年度改定なし（４頁参照）

令和７年度改定あり（５頁参照）

（３）一般拠出金率・・・改定なし（平成２６年度から改定なし）
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６
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。

令
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５
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働
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督
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2．
労
務
費
率
の
改
定

請
負
に
よ
る
建
設
事
業
に
お
い
て
、
賃
金
総
額
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
保
険
料
の
算
定
に

使
用
す
る
労
務
費
率
は
、
以
下
の
よ
う
に
改
定
し
ま
す
。

（
令
和
6年
4月
1日
改
定
）

３
．
第
２
種
特
別
加
入
保
険
料
率
の
改
定

（
令
和
6年
4月
1日
改
定
）

な
お
、
第
３
種
特
別
加
入
保
険
料
率
（
海
外
で
行
わ
れ
る
事
業
に
派
遣
さ
れ
る
労
働
者
等
）
は
こ
れ
ま
で
と
同
様

３
/1,000で

改
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ご
不
明
な
点
は
、
お
近
く
の
都
道
府
県
労
働
局
、
労
働
基
準
監
督
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
︓
労
働
保
険
制
度
（
制
度
紹
介
・
手
続
き
案
内
）

https://w
w
w
.m
hlw
.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/980916_1.htm

l

検
索

厚
生
労
働
省

労
働
保
険
制
度

ま
た
は
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/980916_1.html
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２ 委託事業場が作成し事務組合へ提出する書類

（１）労働保険料等算定基礎賃金等の報告（賃等報告）

年度更新時は労働局に

提出しないが・・・

再確定や算定基礎調査の際には

写しの提出が必要

①「労働保険料を正しく申告納付するために」

②「労働保険料算定基礎賃金等の報告」

●委託事業場が賃等報告を作成するために・・・

東京労働局ＨＰ＞各種法令・制度・手続き＞労働保険関係＞労働保険の手続き

＞労働保険の年度更新（労働保険事務組合関係） に掲載

自動計算がある
エクセル
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●委託事業場から、賃等報告を受けたら・・・

7

雇用保険被保険者関係届出処理簿と
突合（青本Ｐ93～95参照）



（２）一括有期事業報告書（建設の事業）及び一括有期事業総括表

令和６年度中に終了した

① 請負金額が、１億８千万未満

（消費税抜き）

② 元請工事

（下請工事は申告しない）

●委託事業場が一括有期事業報告書と一括有期事業総括表を作成する
ために・・・

「一括有期事業報告書と一括有期事業総括表の作成及び記入について」

東京労働局ＨＰ＞各種法令・制度・手続き＞労働保険関係＞労働保険の手続き

＞労働保険の年度更新（労働保険事務組合関係） に掲載
8



＜一括有期事業報告書・一括有期事業総括表
の記入方法（記入例１～３参照）＞

（１）一括有期事業総括表に記載されている「事業（工事）の種類」
ごとに分ける。

（２）一括有期事業総括表に記載されている「事業開始時期」ごとに 請
負金額を集計する。

（３）上記（２）で集計された請負金額に、事業開始時期に応じた労務
費率を乗じて賃金総額を算出する。

（４）上記（２）・（３）で算出された請負金額と賃金総額一括有期事業
総括表に転記し、事業開始時期に応じた保険料率・一般拠出金率を乗じて
労災保険料額・一般拠出金額を算出する。

ポイント

労務費率・保険料率等は「事業開始時期」に応じた率で計算

9

ポイント

１件の請負金額が、５００万未満の場合はとりまとめて記載可



＜一括有期事業報告書・一括有期事業総括表
の記入方法（記入例１～３参照）＞

事業場の業種番号で記載

事業（工事）の種類ごとに記載！

10



□「事業の名称」等から「事業（工事）の種類」ごとに分けられているか？

□「事業開始時期」ごとに記載されているか？

□「事業の期間」から令和６年度中に終了した事業（工事）であるか？

□「請負金額」が１億８千万円未満(消費税抜き)の事業（工事）か？

□ 賃金総額（＝請負金額×労務費率）、労災保険料額（＝賃金総額×労災保険料率）、 一般
拠出金額（＝賃金総額×一般拠出金率）に誤りがないか？（確認の上、申告書内訳に転記）

□提出用（正／労働局用）・事業主控等に事業主名が記載されているか？

●委託事業場から一括有期事業報告書・一括有期事業総括表を受理し
たら・・・
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３ 事務組合が作成し労働局へ提出する書類

□申告済概算保険料額の不一致

•申告書に印字されている金額と申告書内訳（合計頁）で集計された合計額は必ず一致！
相違する場合、どこかの委託事業場の申告済概算保険料額が誤っている、漏れている、
増減額訂正報告をしていないのに誤計上している等の可能性

□新規委託事業場や委託解除事業場の記載漏れ

•委託日、解除日及び解除理由を必ず記載！
•令和６年度中に増減額訂正報告をした場合でも、申告書内訳に記載！

（１）保険料・一般拠出金申告書内訳（労働局用、事務組合控を提出）

※令和７年度より「監督署用」は提出不要です。

減額訂正報告した委託解除事業場の一般拠出金に係る賃金総額は金額を０円と記載

【注意点】

「日付」「増額・
減額訂正報告済」
の記入を忘れずに
（青本Ｐ５１参照）

12



□委託解除事業場の概算保険料誤計上、委託継続事業場の概算保険料計上漏れ

•令和６年度中に委託解除した事業場については、解除年月日・解除理由等を記載
•委託継続する事業場については、必ず概算保険料を計上。

□第１種特別加入者の対象者・給付基礎日額・適用月数の誤記入

•申告された対象者・日額・月数が手続きした対象者・日額・月数と相違。
→特に令和６年度中に手続きした加入・脱退申請書控えや承認通知を必ず確認！

□常時使用労働者、被保険者の人数の記入漏れ

□日雇労働被保険者の取り扱い

•日雇労働被保険者に支払った賃金額は労災・雇用とも「賃等報告」に算入する必要あり
（日雇労働被保険者を雇用した場合、印紙保険料と一般保険料の両方を納付）

概算保険料０円で継続はできません

13



□１円未満の端数処理

•賃金総額に保険率を乗じて労災保険料及び雇用保険料を算出した際に、１円未満の端数が
生じた場合は原則切り捨てます。

ただし、

①労災保険料率・雇用保険料率の両方に小数点以下がある

②労災保険（特別加入を除く）と雇用保険の賃金総額が同額

③賃金総額（千円単位）の下一桁が奇数

①～③をすべて満たす場合、労災保険料に１円を加算（青本Ｐ45参照）。

□複写を切り離して「労働局用」「事務組合控」の種類ごとに分けて提出

提出する前に種類ごとの枚数があっているか、拠出金のページ不足がないか確認
14

受付窓口の混雑緩和のため
ご協力をお願いします！



□申告済概算保険料額が一致

• 申告書に印字されている金額と申告書内訳（合計頁）で集計された
合計額は一致！

□各労働者数欄記入、法人番号欄記入

• 申告書内訳（合計頁）で集計された常時使用労働者数、雇用保険被保険
者数の合計数を申告書に転記

□保険料過納額は一般拠出金への充当不可（本体の場合）

• 労働保険料は一般拠出金には充当できないため、一般拠出金は合計金額
から、一般拠出金の滞納分を差し引いた金額を納付。
返還する委託事業場から必ず、一般拠出金の交付を受ける

□令和６年度中に増額訂正報告をしていないメリット適用事業場

• 令和６年度中に増額訂正報告をしていないメリット適用事業場の申告書
は、厚生労働省から郵送されない
→年度更新の際、手書きの申告書・納付書を作成し、申告書に旧労働保

険番号の労災保険率決定通知書の写しを添付して提出

□申告書と納付書は切り離す

（２）保険料・一般拠出金申告書（２枚複写：提出用、事業主控）

15



（３）一括有期事業報告書（建設の事業）及び一括有期事業総括表
（２枚複写：提出用、事業主控）

【注意点】

□未作成及び未提出

• 作成していても未提出であったり、報告書のみ作成し総括表を作成していないケースが見受けられる
必ず作成の上、提出

□対象年度中の元請工事がなければ提出不要

• 令和６年度中に終了した元請工事がなければ、電算用の組機様式第８号「労働保険等 一括有期事業総
括表 算定基礎賃金等の報告」に特別加入者の記載があっても、労働局への提出は不要

□「一括有期事業報告書・総括表」は提出用・事業主控の種類ごとにまとめて提出

•提出する前に種類ごとの枚数があっているか確認

□組機様式第８号「労働保険等 一括有期事業総括表 算定基礎賃金等の報告」について

• ４枚複写（入力用・労働局用・事務組合用・事業主控）のうち、労働局用・事業主控は必ず提出
入力用は提出不要

16



（４）電子媒体

【注意点】

□年度更新期間内に申告書内訳と同時提出

• １つの事務組合で１枚のみ作成し、申告書内訳と同時に提出
７月１０日を過ぎて提出された場合、報奨金（電子化分）は交付されません！

＜労働局からのお願い＞
申告書内訳を電子媒体で提出した場合であっても、紙の申告書内訳の提出をお願いしま
す！

□紙の申告書内訳と同一の内容か？

• データ訂正後、紙の申告書の差し替えを失念

□読み込み不可、データなし

• 内容が読み込めない

• ＣＤまたはＤＶＤに、内容が保存されていない

保険料・一般拠出金申告書内訳の内容を保存したＣＤまたはＤＶＤ

≪報奨金（電子化分）の交付要件≫

次の要件のいずれにも該当する場合に交付されます。

（１）報奨金の交付対象事務組合であること。

（２）電子媒体の種類はＤＶＤ、ＣＤであること。

（３）指定された形式で作成されたものであること。

（４）申告書内訳（電子）の内容は、年度更新時に提出する

「申告書内訳」と同一の内容とし、内容に誤りがないこと。

申告書内訳（電子）は、年度更新時（6/1～7/10）に提出
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４ 年度更新関係書類の提出期間・提出先

【令和７年６月２日（月）から７月４日（金）】

最終２日間（７月９日・７月１０日）は窓口が大変混み合います。

可能な限り、早めのご提出をお願いします。

【令和７年７月７日（月）から７月１０日（木）】

【令和７年７月１０日（木）】

九段第３合同庁舎１２階 東京労働局 事務組合室

九段第３合同庁舎１１階 受理特設会場

立川地方合同庁舎７階 受理特設会場

（１）窓口持参の場合

（２）郵送の場合・・・７月１０日（木）必着（消印ではありません）

※監督署・ハローワークへの提出はできません

※切手を貼付した返信用封筒（事務組合控が入る大きさ）を同封
19

※受付時間：9時15分～15時

※受付時間：9時～16時30分



５ 保険料等の納期限及び口座振替納付日

＜口座振替納付制度を利用している事務組合の確認事項＞

① 事前通知ハガキの振替金額を確認

納付日の２～３週間前（第１期は８月下旬）に、振替金額を通知するハガキが厚生労働省から郵送

年度更新時に提出された申告書の金額と一致しているか確認

② 口座振替納付日前に口座の残高を確認

口座振替納付日当日に口座振替されたかを確認

（１）第１期…令和７年７月１０日（木）納付書による納期限

（２）第２期…令和７年１１月１４日（金）

（３）第３期…令和８年 ２月１６日（月）

…令和７年９月 ８日（月）口座振替納付日

納付書による納期限、

口座振替納付日

20



６ 滞納時の事務処理（青本Ｐ７６～８３参照）

（１）基幹番号全体の納付額から滞納分を差し引いた金額を納付

（２）滞納事業場報告書（青本Ｐ７９）提出 ⇒各納期限の翌日から２週間以内

（３）納入事業場報告書（青本Ｐ８１）提出 ⇒保険料等（滞納事業場分）を納付した日の翌月１０日まで

＜口座振替納付制度を利用している事務組合の場合（青本Ｐ７７参照）＞

口座振替納付制度利用組合において、

やむを得ず委託事業場から保険料等の交付を受けられなかった場合

事前に金融機関に連絡し、該当基幹番号の口座振替停止を依頼

口座振替納付日までに、基幹番号全体の納付額から滞納分を差し引いた金額を納付書で納付

★立替払の禁止★

事業場から交付を受けられなかった場合、事務組合が立て替えて納付することは絶対にしない
でください。
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７ 増減額訂正報告（青本Ｐ５６～６２参照）
（１）年度途中の新規委託は「増額訂正報告」⇒ 委託日以降の概算保険料の申告

（２）年度途中の委託解除は「減額訂正報告」⇒ 委託解除日までの保険料・拠出金の確定申告

以前に申告した確定保険料や拠出金が誤っていた場合に、正しい保険料や拠出金を申告し直す手続。

特に、遡って雇用保険の取得手続きをされた場合は、算入漏れの可能性があるため、必ず遡及した年

度の申告内容を確認し、必要に応じて速やかに再確定申告をしてください。

８ 再確定申告（青本Ｐ６３～７０参照）

22

ポイント
令和６年度より、３期の報告期日が１２月２０日に変更となっています。



（１）主たる事業の種類が変わった場合は、業種変更の手続きが必要。（青本Ｐ２９～３２参照）

（２）雇用保険の取り扱い

①雇用保険の加入要件を満たした労働者であれば、本人の意思に関係なく被保険者となります。

（法人等の代表者・昼間学生等一部の労働者は被保険者になりません。）

②雇用保険マルチジョブホルダー制度（令和４年１月１日施行）

９ その他

イ：３１日以上の雇用見込み

ア：１週間の所定労働時間が２０時間以上＜加入要件＞
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ア：複数の事業所に雇用される６５歳以上の労働者で希望する者＜加入要件＞

イ：２つの事業所（１つの事業所における１週間の所定労働時間が５時間以上

２０時間未満）の労働時間を合計して１週間の所定労働時間が２０時間以上

ウ：２つの事業所のそれぞれの雇用見込みが３１日以上であること

※詳細については、ハローワークにご相談ください



（３）年度更新時に提出された書類への受付印押印の簡略化を実施
令和５年度から
の取り扱いです

＜提出された書類の１番上の用紙にのみ押印＞

・申告書内訳

＜提出された書類すべてに押印＞

・申告書

・一括有期事業報告書 ・一括有期事業総括表

・特例計算対象者内訳・還付請求書

※各基幹番号ごと、１番上の用紙のみ押印

※組機様式第10号（続紙）の提出がある場合、

各基幹番号ごと、１番上の用紙のみ押印
24



（１）雇用保険の加入要件を満たす短時間労働者の算入漏れ

（２）労働保険の対象とならない役員の報酬等を賃金総額に誤算入

（３）労働保険の対象とならない者（業務委託等）の報酬等を誤算入

（４）労災保険料率・雇用保険料率の適用誤り

（５）一括有期事業に該当する元請工事の記載漏れ

（６）一括有期事業に該当しない作業（保守点検等）の誤算入

（７）消費税等相当額込みの請負金額の誤計上

１０ 注意事項

25


